
一
頁

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
次
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
次
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
い
う
。

一

ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
有
す
る
特
定
電
子
計
算
機
に
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
に
係
る
他
人

の
識
別
符
号
を
入
力
し
て
当
該
特
定
電
子
計
算
機
を
作
動
さ
せ
、
当
該
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
に
よ
り
制
限
さ
れ
て
い
る
特

定
利
用
を
し
得
る
状
態
に
さ
せ
る
行
為
（
当
該
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
付
加
し
た
ア
ク
セ
ス
管
理
者
が
す
る
も
の
及
び
当

該
ア
ク
セ
ス
管
理
者
又
は
当
該
識
別
符
号
に
係
る
利
用
権
者
の
承
諾
を
得
て
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二

ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
有
す
る
特
定
電
子
計
算
機
に
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
に
よ
る
特
定

利
用
の
制
限
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
（
識
別
符
号
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
指
令
を
入
力
し
て
当
該
特
定
電

子
計
算
機
を
作
動
さ
せ
、
そ
の
制
限
さ
れ
て
い
る
特
定
利
用
を
し
得
る
状
態
に
さ
せ
る
行
為
（
当
該
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能

を
付
加
し
た
ア
ク
セ
ス
管
理
者
が
す
る
も
の
及
び
当
該
ア
ク
セ
ス
管
理
者
の
承
諾
を
得
て
す
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）



二
頁

三

電
気
通
信
回
線
を
介
し
て
接
続
さ
れ
た
他
の
特
定
電
子
計
算
機
が
有
す
る
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
に
よ
り
そ
の
特
定
利
用

を
制
限
さ
れ
て
い
る
特
定
電
子
計
算
機
に
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
そ
の
制
限
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
又
は
指
令

を
入
力
し
て
当
該
特
定
電
子
計
算
機
を
作
動
さ
せ
、
そ
の
制
限
さ
れ
て
い
る
特
定
利
用
を
し
得
る
状
態
に
さ
せ
る
行
為

第
三
条
第
二
項
を
削
る
。

第
九
条
中
「
第
四
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
「
違
反
し
た
者
」
の
下
に
「
（
前
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
八
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を

「
第
四
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
六
条
第
三
項
」
を
「
第
九
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同

条
第
一
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

二

第
五
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
相
手
方
に
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
用
に
供
す
る
目
的
が
あ
る
こ
と
の
情
を
知
っ
て
ア
ク

セ
ス
制
御
機
能
に
係
る
他
人
の
識
別
符
号
を
提
供
し
た
者

三

第
六
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

四

第
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者



三
頁

第
八
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

２

国
家
公
安
委
員
会
、
総
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
有
す
る
特
定
電
子
計
算
機
の
不
正
ア
ク

セ
ス
行
為
か
ら
の
防
御
に
資
す
る
た
め
、
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
特
定
電
子
計
算
機
に
付
加
し
た
ア
ク
セ
ス
管
理
者
が
第
八

条
の
規
定
に
よ
り
講
ず
る
措
置
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
の
高
度
化
に
係
る
事
業
を
行
う
者
が

組
織
す
る
団
体
で
あ
っ
て
、
当
該
支
援
を
適
正
か
つ
効
果
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
し
、
必
要
な

情
報
の
提
供
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
を
第
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
一
条
を
加
え
る
。

（
罰
則
）

第
十
一
条

第
三
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
有
す
る
特
定
電
子
計
算
機
の
不
正



四
頁

ア
ク
セ
ス
行
為
か
ら
の
防
御
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
を
第
九
条
と
し
、
第
五
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
四
条
中
「
何
人
も
」
の
下
に
「
、
業
務
そ
の
他
正
当
な
理
由
に
よ
る
場
合
を
除
い
て
は
」
を
加
え
、
「
、
そ
の
識
別
符
号

が
ど
の
特
定
電
子
計
算
機
の
特
定
利
用
に
係
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
、
又
は
こ
れ
を
知
っ
て
い
る
者
の
求
め
に
応

じ
て
」
及
び
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
他
人
の
識
別
符
号
を
不
正
に
保
管
す
る
行
為
の
禁
止
）

第
六
条

何
人
も
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
用
に
供
す
る
目
的
で
、
不
正
に
取
得
さ
れ
た
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
に
係
る
他
人
の

識
別
符
号
を
保
管
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
識
別
符
号
の
入
力
を
不
正
に
要
求
す
る
行
為
の
禁
止
）

第
七
条

何
人
も
、
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
特
定
電
子
計
算
機
に
付
加
し
た
ア
ク
セ
ス
管
理
者
に
な
り
す
ま
し
、
そ
の
他
当
該

ア
ク
セ
ス
管
理
者
で
あ
る
と
誤
認
さ
せ
て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
ア
ク
セ
ス
管
理
者
の

承
諾
を
得
て
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
ア
ク
セ
ス
管
理
者
が
当
該
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
に
係
る
識
別
符
号
を
付
さ
れ
た
利
用
権
者
に
対
し
当
該
識
別
符
号



五
頁

を
特
定
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
を
求
め
る
旨
の
情
報
を
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公

衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に
送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放

送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
利
用
し
て
公
衆
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
行
為

二

当
該
ア
ク
セ
ス
管
理
者
が
当
該
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
に
係
る
識
別
符
号
を
付
さ
れ
た
利
用
権
者
に
対
し
当
該
識
別
符
号

を
特
定
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
を
求
め
る
旨
の
情
報
を
、
電
子
メ
ー
ル
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
い
う
。
）
に
よ
り
当
該

利
用
権
者
に
送
信
す
る
行
為

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
他
人
の
識
別
符
号
を
不
正
に
取
得
す
る
行
為
の
禁
止
）

第
四
条

何
人
も
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
第
二
条
第
四
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
第
六
条
及
び
第
十
二
条
第
二

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
用
に
供
す
る
目
的
で
、
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
に
係
る
他
人
の
識
別
符
号
を
取
得
し
て
は
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）



六
頁

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
（
第
三
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
四
年
法
律
第

号
）
の
公
布
の
日
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
割
賦
販
売
法
等
の
一
部
改
正
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
第
三
条
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

一

割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号

二

不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号

三

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
六
十
五
条
第
一
項

（
情
報
処
理
の
高
度
化
等
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

情
報
処
理
の
高
度
化
等
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）



七
頁

第
六
条

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
四
条

第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
罪
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第

四
条
の
二
の
例
に
従
う
。

附
則
第
七
条
中
「
第
八
条
第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
る
。

（
調
整
規
定
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
が
情
報
処
理
の
高
度
化
等
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一

条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
条
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
こ
の
法
律
の
う
ち
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
の
改
正
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
九
条
の
改
正
規

同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一

定
及
び
同
条
を
第

条
を
加
え
る
。



八
頁

十
三
条
と
す
る
改

第
十
四
条

第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
第
一
号

正
規
定

か
ら
第
三
号
ま
で
の
罪
は
、
刑
法
（
明
治
四

十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
条
の
二
の
例

に
従
う
。

第
八
条
の
改
正
規

同
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め

同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を

定

、
同
条
第
一
号
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第

「
第
四
条
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
六

四
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
六
条
第

条
第
三
項
」
を
「
第
九
条
第
三
項
」
に
改
め
、

三
項
」
を
「
第
九
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号

同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次

を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次

に
次
の
三
号
を
加
え
る

の
三
号
を
加
え
る

第
八
条
を
第
十
二

第
八
条
を
第
十
二
条
と
す
る

第
八
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
十
二
条
と

条
と
す
る
改
正
規

す
る

定



九
頁

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
規
定
（
新
法
第
十
一
条
の
罪
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
情
報
処
理
の
高
度
化

等
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
日
本
国

に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
条
約
に
よ
り
、
新
法
第
十
四
条
の
規
定
（
新
法
第
十
一
条
の
罪
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
サ
イ

バ
ー
犯
罪
に
関
す
る
条
約
及
び
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
に
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
条
約
に
よ
り
日
本
国
外
に

お
い
て
犯
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
罰
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
罪
に
限
り
、
適
用
す
る
。



一
〇
頁

理

由

近
年
に
お
け
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
手
口
の
変
化
に
対
応
し
、
そ
の
禁
止
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
他
人
の
識
別
符

号
を
不
正
に
取
得
す
る
行
為
等
を
禁
止
す
る
ほ
か
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
に
係
る
罰
則
の
法
定
刑
を
引
き
上
げ
る
等
の
措
置
を

講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


